
（第三種郵便物認可）２００９年８月１５日 大阪歯科保険医新聞（５、15、25日発行）（９）

　前回は医療保険のレセプトと介護給付費明細書・請求書の記載例，生活保護法
による指定介護機関の申請について解説した．今回は生活保護など公費の介護保
険請求について解説する．

１．介護給付費明細書の記載方法

　歯科で公費分請求の対象になるのは主に生活保護，原爆被爆者，特定疾患であ
る．65歳以上の生活保護者の場合は，公費と介護保険との併用扱いとなり，64歳
以下の生活保護者は公費単独扱いとなるので記載要領が変わってくる．
１）公費併用，公費単独共通の記載
・「公費負担者番号」「公費受給者番号」
　生活保護は「介護券」，原爆と特定疾患は「医療券」の番号をそれぞれ記載する．
・被保険者番号
　64歳以下の生活保護者は，番号の先頭が「Ｈ」で始まるので注意が必要になる．
・給付費明細書
　通常の記載（7/15号参照）に加え，公費分回数と公費対象単位数とを記載する．
２）公費併用（65歳以上）の請求額集計欄の記載
・ 給付率：65歳以上の生活保護者の場合は，公費と介護保険との併用扱いとなる
ため，保険「90」，公費「100」（「10」ではないので注意）と記載する．

・ 単位数：給付費明細欄のサービス合計単位数の合計を「⑦給付単位数」欄に公
費対象単位数の合計を「⑧公費分単位数」欄にそれぞれ転記する．

・単位数単価：10▲00
・ 保険請求額：公費併用（65歳以上）の場合は「⑩保険請求額」欄に「⑦給付単
位数」×９の値を記載し，「⑪利用者負担額」欄は空白，「⑫公費請求額」は
（「⑦給付単位数」×10－「⑩保険請求額」）の値を記載する．

３）公費単独（64歳以下）の請求額集計欄の記載
・ 給付率：64歳以下の生活保護者は公費単独扱いとなるため，保険は「空白」，
公費は「100」と記載する．
・単位数および単位数単価：（公費併用と扱いは同じ）
・ 保険請求額：公費単独（64歳以下）の場合は「⑩保険請求額」欄，「⑪利用者
負担額」欄はともに空白，「⑫公費請求額」は，「⑧公費分単位数」×10の値を
記載する．

２．介護給付費請求書の記載方法

　請求書には「保険請求」欄と「公費請求」欄とがある．歯科の場合は通常，そ
れぞれの欄のサービス費用について記載する．
１）公費併用（65歳以上）の記載
　「保険請求」欄の「件数」，「単位合計」，「保険請求額」，「公費請求額」には明
細書の総件数および⑦，⑩，⑫の総合計を記載する．ただし，「費用合計」はサ
ービス単位数×10の値の総合計を記載する．「公費請求」欄も明細書の総件数お
よび⑧，⑫の総合計を記載する．ただし，「費用合計」は公費分単位数×10の値
の総合計を記載する．
２）公費単独（64歳以下）の記載
　「保険請求」欄への記載は不要，「公費請求」欄の記載は公費併用と同じ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
介護給付費明細書・請求書の記載例
７月８日　　歯科医師の居宅療養管理指導　500単位
　　　　　　歯科衛生士の居宅療養管理指導　350単位
７月15日　　歯科衛生士が単独訪問し居宅療養管理指導　350単位
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